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条例の施行日は令和７年４月１日ですが、令和７年３月３１日以前から水道を使用され

ている方は、下記のとおり偶数月検針なら６月検針より、奇数月検針なら７月検針より

改定後の料金での請求となります。 
 

年度 令和６年度 令和７年度 

月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

偶
数
月
検
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奇
数
月
検
針 

          

 

 

※ 令和７年４月１日以降に水道の使用を開始した場合は、最初の検針の料金から改定後の

料金が適用されます。 
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今後も皆様に安全・安心な水道水を安定してお届けするために、令和７年度から

水道料金を改定させていただきます。平成１３年度以来、２４年ぶりの値上げ改定

となります（消費税率の引き上げ分を除く）。 

今回の改定にあたっては、本紙において皆様にお伝えしていたとおり、今後の町水道事

業の安定経営のため、水道委員会で２年にわたり審議され、それに基づく改定案の町議会

（令和６年９月定例会）議決を経て行うものです。皆様のご理解ご協力をお願いします。 

 

水道料金はいつから変わるの？ 

 

２・３月旧料金 ４・５月新料金 ６・７月新料金 

３・４月旧料金 ５・６月新料金 ７・８月新料金 

※６月検針分から新料金適用 

※７月検針分から新料金適用 

▲条例施行日 令和７年４月１日 

▽：検針（旧料金） 

▼：検針（新料金） 
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町の水道事業を取り巻く環境は、人口減少等に伴う水需要の減少による収益の減収と、工事

や施設の維持管理に必要な経費の増加が見込まれ、今後も厳しい経営状況が続く見込みです。 

 

 

 

 

 

町の水道事業の収入支出に関する投資財政計画（財政シミュレーション）では、このまま料金の

改定を行わなければ純損失（赤字）が発生し、経営がたいへん厳しくなる見通しであり、安定した

経営を継続していくため、令和７年度に料金を改定し、純利益（黒字）を確保する必要があります。 

※純損失とは、水道料金等の収入から事業運営に掛かる様々な費用を差し引いて最終的に赤字になること 

 

今回の水道料金改定により、純利益を確保することができる見込みです。 

  ※純利益とは、水道料金等の収入から事業運営に掛かる様々な費用を差し引いた最終的利益（黒字）のこと 

 

なぜ水道料金を改定するの？ 
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新水道料金表（２か月使用 消費税抜き）※（ ）は改定前の料金 

 

 

 

 

 
 

改定後の水道料金表は、以下のとおりです。 

 

口径 基本料金 水量料金 臨時用 

１３㎜ 

２，５６０円  

（２，３３０円） 

１～１０㎥ ５円  （０円※） 

２４５円  

（２１０円） 

１１～２０㎥ １０円  （０円※） 

２１～３０㎥ １８５円（１５５円） 

３１～５０㎥ １９５円（１５５円） 

５１～１００㎥ ２１０円（１７０円） 

１０１～５００㎥ ２３０円（１９０円） 

５０１㎥以上 ２４５円（２１０円） 

２０㎜ 
８，２００円  

（７，４５０円） 

１～１０㎥ 

 

１１～１００㎥ 

 

１０１～５００㎥ 

 

５０１㎥以上 

２１０円（１７０円） 

 

２２０円（１７０円） 

 

２３０円（１９０円） 

 

２４５円（２１０円） 

２５㎜ 
１４，６７０円  

（１３，３４０円） 

３０㎜ 
２３，２２０円  

（２１，１１０円） 

４０㎜ 

５０㎜ 

４４，４００円  

（４０，３６０円） 

７５㎜ 

１００㎜ 

８５，３８０円  

（７７，６２０円） 

１５０㎜ 

２００㎜ 

１６４，２１０円  

（１４９，２８０円） 

 

改定後の水道料金イメージ 

 水道を２か月使用した場合の現行料金と新料金の差額は次のとおりです。  （金額：消費税込み） 

 

詳細な改定内容をお知りになりたい場合は、町公式ホームページをご覧くだ

さい。水道料金早見表や料金シミュレーション（試算）ができる水道料金計算

表をダウンロードできます。                   

ホームページは、右のＱＲコードからもアクセスできます。 

改定後の水道料金はいくらになるの？ 

 

 

寄居町公式 
ホームページ 

※今回の改定で 

２か月２０㎥まで 

付与していた 

基本水量を 
廃止します。 

寄居町上下水道課 



-４- 

令和５年度水道事業会計決算が認定されました 

令和６年９月に開催された寄居町議会（令和６年第４回定例会）において、令和５年度水道事業会計決算が原

案通り認定されましたので、決算の内容について皆様にご報告します。 

１ 業務量の概況について 

  令和５年度決算における主な業務量は、次のとおりです。 

項目 令和５年度決算値 令和 4年度決算値 前年度との比較 

給水人口(水道を使用している人の数) 31,731人 31,939人 △２０８人 

給水戸数(水道を使用している戸数) 15,506戸 15,468戸 ３８戸 

配水量(皆様に配った水の量) 4,610,005㎥ 4,598,555㎥ １１，４５０㎥ 

有収水量(水道料金の基となった水量) 4,307,714㎥ 4,307,111㎥ ６０３㎥ 

有収率(配水量のうち、有収水量の割合) ９３．４％ ９３．７％ △０.３％ 
 

２ 主な収入支出の内訳 

水道事業会計は、主に水道料金等の収入と水を作ったり配ったりするための支出からなる「収益的収入支出」

と、浄水場などの施設や水道管等を整備・改良するための収入支出からなる「資本的収入支出」の二つに分か

れています。 

令和５年度水道事業会計決算の収益的収入支出及び資本的収入支出は、以下の表のとおりであり、その内訳

は円グラフのとおりです。 
 

  ⑴ 収益的収入支出（消費税抜）               ⑵ 資本的収入支出（消費税込） 
  

収益的収入 ８７６，０６６千円 

収益的支出 ８３３，７６１千円 

当年度純利益 ４２，３０５千円                                           

※ 当年度純利益は消費税抜の収入支出の差引により算出されます。   ※ 不足額は内部留保資金（会計内に留保してある資金）により 

補填しています。 
                     

  
 

 

資本的収入 １６８，４０６千円 

資本的支出 ４３９，８０１千円 

差引（不足額）※ ▲２７１，３９５千円 

83,933 千円 


